
適正な運賃/料金収受に向け、平成29年に
標準貨物自動車運送約款が改正されました。

※積込料/取卸料 等

運賃 別建て 料金

運賃

●●●●円

××××円

請求書

積込料
取卸料［改正内容　抜粋］

•荷主が運送依頼をする際に作成する運
送状等の記載事項について、「待機時
間料」「積込料」「取卸料」等の料金
の具体例を規定。

日本サッシ協会・日本エクステリア工業会から流通事業者様へのご協力とお願い

物流危機を回避して
持続可能な商品供給を継続するために

物流危機を回避して
持続可能な商品供給を継続するために

❶配送用トラックとドライバーの効率化を進めます。

待ち時間
運転時間

附帯他時間
荷扱い時間 附帯時間は、トラック運転者が

荷扱い以外に実施している
さまざまな附帯作業の時間です。
例えば検品や仕分け作業、
荷造り等の作業が該当します。

荷扱い時間は、
トラック運転者の
積込み作業や荷卸し
作業の時間です。

荷主の理解・協力を得て、トラックドライバーの働き方改革・法令遵守を
進められるようにするための改正が行われました
荷主の理解・協力を得て、トラックドライバーの働き方改革・法令遵守を
進められるようにするための改正が行われました

抜粋：国土交通省HP 改正貨物自動車運送事業法事業法（荷主関連部分リーフレット）https://www.mlit.go.jp/common/001296713.pdf

厚生労働省 改善ハンドブックより抜粋　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00014.html

労働時間のルール 
違反した場合は処分 

トラック運送事業者はトラックドライバーに以下の
労働時間のルール を守らせる必要があり、
違反した場合は処分 を受けることになります

拘 束 時 間

休 息 期 間

運 転 時 間

連続運転時間

1 日　原則 13時間以内、最大15時間以内
      宿泊を伴う長距離運行は週２回まで15時間
  　（14時間超は１週間２回以内）
1か月 原則 284時間以内

継続11時間以上を基本とし、
継続9時間以上

4時間以内

2日平均で、1日あたり 9時間以内
2週間平均で、1週間あたり 44時間以内

（始業から終業
　までの時間）

（勤務と次の勤務の
　間の自由な時間）

● 労働時間のルール「改善基準告示」厚生労働大臣が定めた基準です

改正貨物自動車運送事業法〈荷主関連部分〉

　トラック運送事業ではドライバー不足が深刻化
しており、我が国の国民生活や産業活動を支える
物流機能が滞ることのないようにするためには、
ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を
進め、コンプライアンスが確保できるようにする
必要があります。
　そのためには、荷主や配送先の都合による長時
間の荷待ち時間や、ドライバーが労働時間のルー
ルを遵守できないような運送の依頼等を発生させ
ないことが重要であり、荷主の理解と協力が必要
不可欠です。 ※「荷主」には着荷主（流通事業者様）や

　元請事業者（メーカー）も含まれます。

　
　

「ものを運ぶ」という価値に
結びつかない時間

そもそも待ち時間は、
トラック運転者が提供する

「ものを運ぶ」という価値に
結びつかない時間 トラック運転者の

主作業の時間

運転時間は、
トラック運転者の
主作業の時間

実態調査では、待ち時間が、
平均で1時間45分もあるこ
とが明らかになりました。
また、「待ち時間のない運行」と
「待ち時間のある運行」を比
較した場合、平均拘束時間に、
1時間53分もの時間差があ
ることも明らかになりました。

運賃の範囲を明確にし、トラック運転者の
積込み作業や附帯作業、待機に対して
料金として別建てで支払う。

「適正な取引関係とは？」

実態調査で、平均の付帯作
業時間は他の時間分類ほど
長くはないものの、附帯作
業が長時間となっている
ケースもあることが明らか
になりました。

実態調査では、荷扱い時間
が平均で約２時間45分も
あることが明らかになりま
した。

「待ち時間のない運行」「待ち
時間のある運行」のいずれ
も、拘束時間の約50％が運
転時間で占められている
ことが明らかになりました。

ここに注目！

ここに注目！❷適正な取引を推進します。



荷渡し基準は車上渡しを基本とし、軒先渡しの際は「指定場所１ケ所降ろし」とさせていただきます。
倉庫渡しなど、搬入作業を行う場合は、費用の適正化にご協力をお願いいたします。

納入先からの持ち帰りや現場での待機時間が発生しています。
納入先の情報精度の向上、荷受人様の連絡先の明記にご協力をお願いいたします。

日本サッシ協会・日本エクステリア工業会から
具体的なご協力のお願い

日本サッシ協会・日本エクステリア工業会から
具体的なご協力のお願い

日本サッシ協会・日本エクステリア工業会から
具体的なご協力のお願い

❶着荷主様（流通事業者様）による荷受け作業のお願い。

❷着時間幅確保のお願い。

ドライバーによる搬入・仕訳け作業 着荷主様（流通事業者様）による荷受け作業

ピンポイント時間指定 着時間幅有り

現場での待機 再配送

〒105-0002 東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル 7階

スムーズな荷渡し

❸現場届け（現場配送）の際、
　納入先の情報（住所・荷受人様・連絡先）の精度向上。

❹適正な運賃・料金のご負担のお願い。

ピンポイントの時間指定は配送車両が多く必要となります。
混載輸送を増やすため、１日フリー配送にご協力をお願いいたします。

安定配送を維持するため適正な運賃・附帯作業の料金負担についてご理解とご協力をお願いいたします。

一般社団法人
日本エクステリア工業会
〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-6-9 沖村ビル 5階
Japan Exterior Industrial Association


